
松川町定例農業委員会議事録 第 1回（4月） 

1 開催日時 平成 31年 4月 25日（木） 17：00 ～ 18：30 

2 開催場所 松川町役場 協議会室 

3 出席委員 15人 

会  長   1番 佐 藤  清 

   会長代理  16番 大 木 島 康 義 

委  員   2 番 松 脇  崇   4 番 久保田 志げ子  5 番 岡 田 幹 生     

6 番 臼田 美穂子     7 番 北 林 秀 昭     8 番 北 沢 ひ ろ み    

9 番 矢 沢 千 明  10 番 山 田 正 明  11 番 片 桐 利 美      

12 番 松 下 守    13 番 松 下 敏 章      14 番 塩 沢 澄 夫      

15番 大 場 健 彦 

 

4 議事日程 

議事録署名委員及び書記の指名 

議案第 1号 農地法第 3条の規定による許可申請に対する可否並びに意見決定につい

て 

議案第 2条 農地法第 4条の規定による許可申請に対する可否並びに意見決定につい

て 

議案第 3号 農地法第 5条の規定による許可申請に対する可否並びに意見決定につい

て 

議案第 4号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画について 

 

 

5 農業委員会事務局職員 

   係長 宮 島 公 香   主事 塚 本 潤 

 

6 会議の概要 

（1）開会 －宮島係長 開会― 

（2）会長挨拶  －佐藤会長挨拶― 

（3）議事録署名委員及び書記の任命 

会長より 4番 久保田 委員  5番 岡田 委員 を指名 

（4）議事 

   議案第 1号 

  農地法第 3条の規定による許可申請に対する可否並びに意見決定について 

  ○会長 

   事務局より説明をお願いいたします。 

  ○事務局説明 

1番 大島 1筆 4,434㎡ 畑 所有権 



  ○松下（敏）委員説明 

   かぶちゃんファームが所有していた農地になります。譲受人が買い入れるということ 

で、特に問題ないと思います。 

  ○会長 

ただ今の件につきまして、ご意見ご質問等ありましたらどうぞ。 

【質問・意見なし】 

  ○会長 

   よろしいですか。それでは賛成の方の意見を求めます。 

【全員挙手】 

  ○会長 

   全員賛成です。許可相当と認めます。2番をお願いします。 

 

  ○事務局説明 

   2番 上片桐 1筆 1,412㎡ 田 所有権 

  ○片桐委員説明 

   譲渡人と譲受人は親子関係であり、親から子への贈与になります。特に問題ないと思 

います。 

  ○会長 

ただ今の件につきまして、ご意見ご質問等ありましたらどうぞ。 

【質問・意見なし】 

  ○会長 

   よろしいですか。それでは賛成の方の意見を求めます。 

【全員挙手】 

  ○会長 

   全員賛成です。許可相当と認めます。議案第 1号は以上でございます。 

 

 

  議案第 2号 

  農地法第 4条の規定による許可申請に対する可否並びに意見決定について 

  ○会長 

   事務局より説明をお願いいたします。 

  ○事務局説明 

   1番 上片桐 2筆 1,584㎡ 畑 山林 

  ○臼田委員説明 

   申請地の西側、北側、南側は山林で囲まれており、かぶちゃんファームに貸していた 

が、条件が悪いため返された農地になります。動けるうちに正しい処理をしたいとい 

うことで、今回の申請となりました。特に問題ないと思います。 

  ○会長 

   ただ今の件につきまして、ご意見ご質問等ありましたらどうぞ。 



                【質問・意見なし】 

  ○会長 

   よろしいですか。それでは賛成の方の意見を求めます。 

                【全員挙手】 

  ○会長 

   全員賛成です。許可相当と認めます。議案第 2号は以上でございます。 

 

 

  議案第 3号 

  農地法第 5条の規定による許可申請に対する可否並びに意見決定について 

  ○会長 

   事務局より説明をお願いいたします。 

  ○事務局説明 

   1番 上片桐 1筆 574㎡ 畑 所有権 住宅 

  ○大木島委員説明 

   特に問題ないと思われます。 

  ○会長 

   ただ今の件についきまして、ご意見ご質問等ありましたらどうぞ。 

   矢沢委員：近隣農地の方から同意は得ているのか。 

   事務局：東側の農地は隣接しているため、同意書をもらう必要があるが、所有 

者と連絡が取れず、耕作者からしかもらえていない。 

   矢沢委員：北側の農地は道を挟んではいるが、通風や日照の関係が絡んでくると思う 

が、その関係は大丈夫か。 

   事務局：隣接していなければ同意書は必要ないが、話だけでもしてもらうようにお願 

いはしている。 

  ○会長 

   よろしいですか。それでは賛成の方の意見を求めます。 

                【全員挙手】 

  ○会長 

   全員賛成です。許可相当と認めます。議案第 3号は以上でございます。 

 

 

  議案第 4号 

  農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画について 

  ○会長 

   事務局より説明をお願いいたします。 

  ○事務局説明 

   利用権設定（ 27 件） 

   所有権移転（  3 件） 



○会長 

   ただ今の件についきまして、ご意見ご質問等ありましたらどうぞ。 

                【質問・意見なし】 

  ○会長 

   よろしいですか。それでは賛成の方の意見を求めます。 

                【全員挙手】 

  ○会長 

   全員賛成です。許可相当と認めます。議案第 4号は以上でございます。 

 

 

（5）協議事項 

  ①委員からの協議事項 

  ②事務局からの協議事項 

  ・人農地プラン、地域プラン策定に向けて 

  事務局：昨年、町内で 2つのプランを作らせていただきました。1つは町全体、1つは増 

野地区で作成し、県へ提案しているところです。今年度は、大沢地区で話し合 

いを始めてもらえるということで、臼田委員にご尽力いただきまして、5月 16 

日に大沢南北自治会を合わせて第 1回目の話し合いを行う予定です。人数が多 

くて意見をもらいにくいのかなと思っておりまして、話し合いで出た意見で今 

後の方向性が変わっていくと思います。 

  臼田委員：年度初めで、総会等で声をかけたりして意見を聞いていますが、様々な問題 

を抱えていると実感しています。戸数が多く、どうなっていくのか見当もつ 

きませんが、ご協力いただければありがたいです。 

  矢沢係長：先日、農政関係担当者の説明会がありました。高森や豊丘で人農地プランの 

実質化ということで農業委員・農地利用最適化推進委員に協力してもらい取 

組み、始めていくとのことでした。当町でも、ぜひ農業振興係も使っていた 

だければと思います。 

  ・農業委員会の改選について 

  事務局：区長自治会長会で出した名簿になります。推薦団体がわかるようにしてありま 

す。ご確認いただき、地区の中で調整してもらえればと思います。 

  ・食を考え農地を守る講演会について 

  事務局：4月 13日に、野口勲さんをお招きして食を考え農地を守る講演会を開催しまし 

た。なかなか 4時間の講演会を開催できるところがないそうで、貴重な時間だ 

ったと思います。70名の方が集まり、半分の方々にアンケートを提出していた 

だきました。資料はアンケートの集計結果です。野口さんが使ったパワーポイ 

ントのデータは USBを持参していただければお渡しします。 

  ・野菜作り新番組について 

  事務局：第 1回が 4月 16日に放送されました。子育て世代のお母さんが野菜作りをする 

番組です。また、この番組の中でふれあいガーデンの宣伝もしていきたいと思 



います。 

  ・松川町農業委員会年間事業計画について 

  事務局：毎月の繰り返しになるのが、定例会とあぐりスクールになります。あぐりスク 

ールについては、担当の割り振りについて後日連絡します。定例会については 

候補日を入れてありますので、候補日を目途に決めていきたいと思います。 

  ・ふれあいガーデンについて 

  事務局：今年度契約された区画になります。資料を確認していただければと思います。 

  ・農業委員会だよりについて 

  事務局：広報まつかわの 5月号に載せた記事になりますので、確認をお願いいたします。 

2ヶ月に 1回農業委員会から記事を載せていきます。 

 

  ③営農支援センターから 

  事務局：4月 28日に気温の低下が予想されます。農協と連携して果樹の生育状況を調査 

しますので、その際は情報等いただければと思います。 

      今朝のことですが、サルが出没したということで連絡をもらいました。現場へ 

行きましたが間に合いませんでした。エサがない時期ですが目撃したら注意し 

ていただいて 餌場を作らないよう協力していただければと思います。 

      農作業事故が毎年起こっておりますので、注意していただきたいと思います。 

また、剪定の枝等を燃やして山火事が発生したりと様々な情報がありますので、 

注意していただければと思います。 

       

 

 

（6）閉会  ―宮島係長 閉会― 

 

以上会議の経過を記録し、相違ないことを証するため署名押印する。 

 

            4番                     印 

 

            5番                     印 


